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会  議  録 
会議録 平成２６年度 第１３回 長洲町教育委員会会議 
招集年月日 平成２７年２月２０日（金） 
招集場所 長洲町役場中会議室 
出席者 大山委員長・木下委員・松岡委員・伊津野委員・松本教育長 
職務説明責任者 松本学校教育課長、木下生涯学習課長補佐、荒木学校教育課長補佐、前嶋参事 

会議録作成者 荒木学校教育課長補佐を指名 

会 議 

日程番号 事件番号 事件内容 

第 １  議事日程について 

第 ２  会議録署名委員の指名について 

第 ３ 議案第２６号 
町議会提出予定議案「平成２７年度一般会計当初予算

（案）」（教育関係）について 

第 ４ 報告第４５号 長洲町教育振興基本計画について 

第 ５ 報告第４６号 
就学援助に関する準要保護者認定について 

                     （非公開） 

第 ６ 報告第４７号 
生徒指導について 

                     （非公開） 

第 ７ 協議第１２号 平成２７年度教育方針（素案）について 

第 ８ 協議第１３号 学校統廃合及び学校規模適正化について 
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会議録 
 委員長：本日は、出席委員が定数に達しておりますので、この会議は成立します。それでは、平成 

２６年度第１３回教育委員会会議を開会いたします。あらかじめお諮りします。会議の議

題は事前に通知したとおりでよろしいか伺います。次に会議の順序を変更したいと思いま

す。日程番号第５報告第４６号、日程番号第６報告第４７号は個人情報等に関する問題と

なるので非公開議案とし最後に審議したいと思いますがよろしいですか。 
 各委員：はい。 
 委員長：それでは、日程番号第３議案第２６号から日程番号第４報告第４５号までと日程番号第７

協議第１２号から日程番号第８協議第１３号を順に行い最後に、日程番号第５報告第４６

号と日程番号第６報告第４７号を非公開として順序を変更したいと思います。よろしいで

すか。 
 各委員：異議なし。 
 委員長：日程番号第１、議事日程について、本日１日間とします。よろしいですか。 
 各委員：はい。 
 委員長：日程番号第２、会議録署名委員の指名について、木下委員を指名します。 
 委員長：日程番号第３、議案第２６号 町議会提出予定議案「平成２７年度一般会計当初予算（案）」

（教育関係）について、説明をお願いします。 

松本課長・木下生涯学習課長補佐：議案第２６号 町議会提出予定議案「平成２７年度一般会計当初

予算（案）」（教育関係）について、平成２７年２月２０日提出、長洲町教育長松本曻で

す。提案理由でございます。地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に

基づき、教育委員会会議の承認を経る必要がある。これが、この議案を提出する理由であ

る。次のページをお願いします。（以下 別紙にて説明） 

委員長：今の件について、ご質問、ご意見ございませんか。 
木下委員：特別支援教育支援員の数が昨年より少なくなっていますが、もう少し説明してください。 
 委員長：昨年は、県からの加配があるということで、１１名でお願いしていたと思います。来年度

は１０名ということになりますか。 
松本課長：来年度は、臨床心理士をお願いしたり、新しい取り組みを行う予定でいますので、そのあ

たりもありまして、１名減ということになっております。 
木下委員：教育長へお願いです。１名減ということで、各学校への配置については、充分協議してく

ださい。 
 教育長：はい。解りました。 
松本課長：補足いたします。旅費が、来年度は少し増額になる予定です。新制度になりますので、必

要になるだろうということです。 
木下委員：図書については、一般的な町民の要求と資料的なもの、長洲町の郷土的な資料、学術的な

もの、そういうバランスを取るのが大切だと思います。 
木下課長補佐：どうしても児童書や子ども向けの本が多いように思います。最近では資料的なものも

増えていていると思います。今回増額の予定ですので、対応していきたいと思います。 
 委員長：よろしいでしょうか。 
 委員長：ほかにご質問等ございませんか。 
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委員長：ご異議ございませんか。 
各委員：異議なし。 
委員長：異議なしと認めます。よって、日程番号第３、議案第２６号 町議会提出予定議案「平成

２７年度一般会計当初予算（案）」（教育関係）について、この件は承認いたします。 
委員長：はい、それでは、日程番号第４、報告第４５号 長洲町教育振興基本計画について、説明

をお願いします。 
松本課長：報告第４５号 長洲町教育振興基本計画について、このことについて、別紙のとおり報告

します。平成２７年２月２０日、長洲町教育長松本曻です。次のページをお願いします。

（以下 別紙にて報告） 
委員長：今の件について、ご質問、ご意見ございませんか。 

木下委員：前回のときに、説明されたスケジュールで変更ないでしょうか。 
松本課長：概ねスケジュールどおり進んでいます。 
木下委員：策定員会での意見をお聞かせください。 
 委員長：策定委員会では、概ね好評でよくできているということでした。ただ、計画をたてるだけ

ではなく、ちゃんと評価することが必要ではないかとのご意見をいただきましたので、毎

年、点検評価という形で評価していきます。とお答えいたしました。 
 教育長：校長会でも、これを配布して説明しております。これからの基本となる計画ですので、し

っかり、読んでください。とお願いしております。また、ご指摘などありましたら、お寄

せくださいとお願いしたところです。 
木下委員：計画については、対立する議論ではないから、より良い方向に向いているか、ちゃんとし

た方向を向いているかどうかだと思います。私は、いい計画だと思います。 
 委員長：策定委員さんの意見も、基本理念、目指す姿、方向性などよくできている。あとは、この

計画を踏まえて、各学校の地域性などを生かした教育を進めていきます。とのお話で、い

い計画だと思いますという意見でした。 
木下委員：そうですね。学校は毎年学校経営案を各学校で作成しています。今後も教育基本法、国の

基本計画、県の基本計画、それから今回の町の基本計画を受けて学校経営案を作っていく

と思います。前にも話しましたが、計画であまり縛ってしまいますと、各学校で経営案を

作る必要はないですよね。同じにならざるを得ないわけですから。でもそうじゃなくて、

策定委員さんが言われたように、各学校の実態に併せて、学校独自のカリキュラムであっ

たり学校の地域性に応じた学校経営案を作っていくことが大事だと思います。 
 委員長：ほかにご質問はございませんか。 
委員長：よろしいですか。 

 各委員：はい。 
委員長：はい、それでは、日程番号第７、協議第１２号 平成２７年度教育方針（素案）について、

説明をお願いします。 
松本課長：協議第１２号 平成２７年度教育方針（素案）について、別紙について、協議方お願いし

ます。平成２７年２月２０日、長洲町教育長松本曻です。次のページをお願いします。（以

下 別紙にて説明） 
委員長：今の件について、ご質問、ご意見ございませんか。 
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木下委員：今回の基本計画を踏まえた教育方針になっているんですよね。 
 教育長：はい。基本計画を踏まえております。 
木下委員：解りました。 
 委員長：ほかにご意見等ありませんか。 
委員長：よろしいですか。 
各委員：はい 
委員長：それでは、この件はこれで終わります。 
委員長：はい、それでは、日程番号第８、協議第１３号 学校統廃合及び学校規模適正化について、

説明をお願いします。 
松本課長：協議第１３号 学校統廃合及び学校規模適正化について、別紙について、協議方お願いし

ます。平成２７年２月２０日、長洲町教育長松本曻です。次のページをお願いします。（以

下 別紙にて説明） 
委員長：今の件について、ご質問、ご意見ございませんか。 

松本課長：今回基本計画の策定に伴いアンケートをとりました。その中に今回の協議議題についての

質問もありまして、それについては、先ほど説明したとおりですが、これをどう見るかと

いうところだと思います。 
 委員長：以前と同じお話になると思いますが、小学校においては、複式学級が現実になった時点、

又施設の老朽化等による建て替え等の必要性が現実になった時点において協議するとい

うことだと思いますが、中学校においては、部活動の問題もありますので、難しいと思い

ます。ただ、アンケート結果を見ると、２つの中学校を統合した方がいいという意見はあ

まり高くはないという結果になっていますが、部活動のことなどがあるので、ひとつにな

った方がという話を聞いたことがありますので、この結果を見たときにどういうふうに捉

えたらいいのか、よく解りません。 
 教育長：教員が配置を考えた方がいいというのが他より多いのは、２クラスというのがきついんで

すね。１クラスと２クラスでは教員の配置があんまり変わらないので、こういう結果だと

いうのは解ります。 
木下委員：前回の話のとおりで私はいいと思います。要は複式学級の問題が現実になるということ以

外は現状のままでいいと思います。議論していくのは必要だと思います。 
 委員長：いずれにしても、小学校では、まだ、そういう段階ではないと思います。中学校に関して

も、いろいろ話は聞きますが、このアンケートを見るとそうでもないのかなと思います。

ただ、委員言われるように、議論は必要だと思います。 
委員長：よろしいですか。 

 各委員：はい。 
委員長：それでは、この件はこれで終わります。 

 委員長：日程番号第５報告第４６号、日程番号第６報告第４７号は個人情報等になりますので、関

係者以外の方は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第６項の規定及び先の

決議により非公開としますので退席してください。 
（非公開） 

委員長：では、これで本日の全日程を終了します。 


